
新たな大都市制度の検討について 

 

○ 指定都市７市による大都市制度共同研究会報告書について 

指定都市市長会が創設を提案する、あるべき大都市制度の選択肢である「特別自

治市」構想に基づき、具体的な内容検討を行う目的で、平成 23 年 10 月に指定都市

７市による研究会（※）を設置し、共同研究を進めてきました。 

このたび、４月 17 日（水）に、「指定都市７市による大都市制度共同研究会報告

書」をとりまとめましたので、ご報告いたします。 

※指定都市７市による大都市制度共同研究会は、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、 

相模原市、京都市、神戸市の部長級職員で構成 

 

【指定都市７市による大都市制度共同研究報告書のポイント】 

 ○ 新たな大都市制度「特別自治市」の必要性 

    大都市が効率的・効果的に都市を経営し、都市を活性化させるためには、 

   現行の指定都市制度の抜本改革が必要 

 ○ 特別自治市の基本的枠組み 

   ・市域内におけるすべての地方の事務を処理 

   ・市域内の府県税と市税のすべてを賦課徴収 

   ・市域に行政区を設置し、一体的に大都市を経営 

   ・地域特性を踏まえた都市内分権（区役所機能の強化）、住民自治機能の強化 

 ○ 特別自治市創設の効果 

    二重行政の完全な解消や事務・権限に見合った税源の確保などによって、市

民の利便性の向上や地域の実情に応じた施策の展開が可能 

 ○ 特別自治市創設に必要な法改正 

    「特別自治市の基本的枠組み」を踏まえ、地方自治法の改正案の基本的考え

方を整理 

   ＜地方自治法の改正案の基本的考え方＞ 

    ・特別自治市は、現行の都道府県・市町村（＝普通地方公共団体）とは異な

るため、「特別地方公共団体」として地方自治法に位置付けることが必要 

    ・特別自治市は、現行の都道府県と市の事務の双方（地方の事務のすべて）

を処理することを法律で明記（二重行政の完全な解消） 

    ・特別自治市は、原則、地方自治法上の「市」と「都道府県」の規定を適用 

 

＜参考資料：指定都市７市による大都市制度共同研究会報告書＞ 

大都市行財政制度特別委員会資料 

平 成 2 5 年 ４ 月 2 2 日  

政 策 局 
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